
日清戦後経営と国家財政(勝部)

日
清
戦
後
経
営
と
国
家
財
政

上
l
税
制
改
革
の
歴
史
的
意
義

し

一
　
は
じ
め
に

日
清
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
財
政
が
そ
れ
ま
で
の
規
模
に
比
べ
て
一

挙
に
二
～
三
倍
に
拡
大
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
資
本
主
義
確
立
に
対
し

て
補
助
金
・
財
政
需
要
拡
大
な
ど
財
政
上
の
対
応
が
不
可
避
と
な
っ
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
月
清
戦
後
経
営
の
あ
り
方
や
日

本
資
本
主
義
の
構
造
的
矛
盾
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
え
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
日
本
に
お
け
る
近
代
財
政
展
開
の
う
え
で
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク

で
あ
る
こ
と
も
ま
た
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
た
び
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
は
、
近
代
財
政
成
立
と
近
代

国
家
成
立
と
の
歴
史
的
関
連
を
、
国
際
的
・
国
内
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
考

慮
し
っ
つ
把
握
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
右
の
よ
う
な
点
か
ら
日

本
史
報
告
で
は
日
清
戦
後
経
営
に
焦
点
を
あ
て
た
の
で
あ
る
。

日
清
戦
後
経
営
に
つ
い
て
の
研
究
は
数
多
く
、
財
政
史
、
政
治
史
、

勝
　
　
部
　
　
員
　
　
人

政
策
史
、
天
皇
制
国
家
論
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
か
ら
豊
富
な
研
究
蓄

(
1
)

積
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
意
外
に
手
薄
で

あ
る
の
が
租
税
史
の
分
野
で
あ
る
。
日
清
戦
後
の
地
租
増
徴
問
題
は
当

時
も
す
で
に
重
大
な
政
治
問
題
で
あ
っ
た
し
、
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
政
治

史
・
地
主
制
論
で
も
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
戦
後
経
営

の
過
程
で
地
租
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
増
徴
が
行
わ
れ
つ
い
に
国
税
の

中
心
と
な
っ
た
酒
税
(
酒
造
税
)
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
分
析
は
池
上

(
2
)

和
夫
氏
の
論
考
ぐ
ら
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
戦
後
経
営
の
歳
出
圧

力
の
な
か
で
増
税
が
不
可
避
と
な
り
、
そ
れ
ま
で
に
便
宜
的
に
設
置
・

改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
租
税
に
つ
い
て
、
種
々
の
技
術
的
条
件
に
規
定

さ
れ
な
が
ら
も
体
系
的
・
全
体
的
な
改
革
を
必
然
化
さ
せ
た
、
あ
る
い

は
そ
の
結
果
階
級
構
成
な
ど
重
大
な
問
題
に
か
か
わ
る
事
が
ら
が
戦
後

経
営
全
体
と
の
絡
み
合
い
の
な
か
で
展
開
し
た
こ
と
な
ど
も
、
あ
ま
り

ト
ー
タ
ル
な
形
で
示
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
日
清
戦
後
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
増
税
=
税
制
改
革
に
焦



点
を
あ
て
つ
つ
、
賠
償
金
・
公
債
政
策
お
よ
び
租
税
政
策
を
め
ぐ
る
世

界
史
的
規
定
性
な
い
し
国
内
的
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
の
整
理
を
行
っ

て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
昨
今
の
税
制
改
革
論
議
の
な
か
で
、
そ
の
原

点
を
問
う
試
み
に
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

二
.
歴
史
的
前
提

道
代
財
政
の
成
立
を
問
う
う
え
で
の
一
つ
の
重
要
な
前
提
は
、
租
税

の
近
代
化
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
地
租
改
正
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た

地
租
が
近
代
的
租
税
な
の
か
、
封
建
地
代
の
単
な
る
「
形
態
転
化
」
も

し
く
は
半
封
建
的
頁
租
な
の
か
と
い
う
講
座
派
・
労
農
派
以
来
の
論
争

は
、
い
ま
だ
な
お
決
着
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
問
題

を
と
り
あ
げ
る
場
で
は
な
い
し
ま
た
そ
の
準
備
も
な
い
が
、
近
代
財
政

の
成
立
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
ま
た
本
論
の
内
容
を
歴
史
的
に
位
置

づ
け
る
た
め
に
も
、
考
え
方
の
方
向
・
見
通
し
を
仮
説
的
に
述
べ
て
お

き
た
い
。

、
従
来
の
論
議
は
、
封
建
頁
粗
と
変
わ
ら
な
い
地
租
負
担
の
重
さ
を
単

な
る
量
的
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
質
的
規
定
と
見
な
す
か
ど
う
か
、
私
的

所
有
権
を
付
与
ざ
れ
た
土
地
か
ち
収
益
税
的
形
態
で
散
収
す
る
点
を
如

何
に
評
価
す
る
か
、
地
価
決
定
碇
お
け
る
上
か
ら
の
配
賦
・
強
制
を
如

(
3
)

何
に
評
価
す
る
か
な
ど
の
点
で
争
わ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
の
点
が
明
治
維
新
・
明
治
政
府
の
歴
史
的
評
価
と
む
す
ぴ
つ
い
て
議

論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
地
租
が
如
何
な
る
歴
史
的
段
階
で
規
定

さ
れ
意
味
を
持
っ
た
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
な
お
す
な
ら
ば
、
イ

ギ
リ
ス
な
ど
の
名
望
家
支
配
体
制
で
成
立
す
る
地
租
と
あ
る
面
で
歴
史

的
共
通
性
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
共
通
性
と
は
、
大
ざ
っ
ぱ
な

言
い
方
で
あ
る
が
、
資
本
の
本
源
的
蓄
積
期
と
い
う
歴
史
的
段
階
に
お

い
て
政
府
が
、
原
著
政
策
を
進
め
る
う
え
で
の
財
源
と
し
て
、
徴
税
技

術
上
な
ど
の
点
で
最
も
都
合
の
よ
い
租
税
が
地
租
で
あ
り
、
同
時
に
地

租
の
徴
収
が
土
地
所
有
者
の
分
解
を
促
し
原
著
を
推
進
さ
せ
る
歴
史
的

機
能
を
担
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
地
租
に
日
本
の
地
租
を
比
定
し
よ
う
と
す
る
見
方
は
す

(
4
)

で
に
以
前
か
ら
武
田
隆
夫
氏
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の

西
洋
史
研
究
の
成
果
に
よ
る
「
近
代
」
の
問
い
直
し
(
筆
者
な
り
に
理

解
す
れ
ば
、
原
著
期
「
近
代
」
と
資
本
主
義
確
立
以
降
の
「
近
代
」
と

の
ズ
レ
)
　
の
な
か
で
、
日
本
の
地
租
の
問
題
を
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
イ
ギ
リ
ス
の
地
租
が
日
本
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う

の
で
は
な
い
.
。
む
し
ろ
そ
の
違
い
を
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
こ

そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
市
民
革
命
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
名
望
家
支

配
体
制
の
も
と
で
議
会
を
通
し
て
ポ
ン
ド
・
レ
ー
ト
方
式
か
ら
配
賦
税

方
式
に
定
形
化
さ
れ
て
い
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
地
租
(
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

井
内
報
告
参
照
)
と
↓
市
民
革
命
で
は
な
く
明
治
維
新
と
い
う
形
で
の

改
革
の
な
か
で
議
会
も
な
い
ま
ま
強
制
的
に
創
出
さ
れ
た
日
本
の
地
租

と
の
差
は
、
一
面
で
原
毒
の
進
み
方
の
差
(
日
本
の
場
合
幕
府
権
力
に

阻
害
さ
れ
奇
形
的
に
進
行
し
た
)
　
で
あ
り
、
他
面
で
二
世
紀
の
ズ
レ
に

よ
る
世
界
史
的
規
定
性
=
国
外
か
ら
の
イ
ン
.
バ
ク
ト
の
差
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。
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と
こ
ろ
で
名
望
家
支
配
下
の
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
は
地
租
だ
け
で
な
く

関
税
・
消
費
税
か
ら
も
成
り
立
っ
て
い
た
が
、
一
九
世
紀
前
半
の
資
本

主
義
確
立
期
に
至
っ
て
地
租
は
補
完
的
地
位
に
さ
が
り
、
関
税
・
消
費

税
と
所
得
税
に
よ
る
税
体
系
が
成
立
す
る
。
日
本
で
は
地
租
が
創
出
さ

れ
る
段
階
で
は
不
平
等
条
約
体
制
下
で
関
税
に
期
待
し
え
ず
、
経
済
発

展
度
に
規
定
さ
れ
て
消
費
税
基
盤
が
狭
く
、
た
め
に
地
租
へ
の
依
存
が

よ
り
強
ま
っ
た
。
日
清
戦
後
を
迎
え
短
期
間
の
う
ち
に
資
本
主
義
確
立

を
迎
え
る
に
至
る
が
、
本
論
で
見
る
よ
う
に
消
費
税
優
位
の
税
体
系
が

築
か
れ
条
約
改
正
に
と
も
な
う
関
税
の
改
正
や
所
得
税
改
正
な
ど
が
行

わ
れ
る
。
し
か
し
資
本
主
義
確
立
期
の
イ
ギ
リ
ス
が
関
税
は
三
〇
～
四

(
5
)

〇
%
あ
っ
て
、
地
租
が
一
〇
%
未
満
に
な
っ
て
い
た
の
に
比
べ
れ
ば
、

表
一
の
よ
う
に
日
本
で
は
関
税
は
な
お
低
く
地
租
は
ま
だ
高
い
。
日
本

の
地
租
が
一
〇
%
前
後
に
低
下
す
る
の
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
を
得
た

ね
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
地
方
税
で
も
市
税
を
除
け
ば
地
租
付
加
税
が

依
然
と
し
て
大
き
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
名
望
家
体
制
下
に
お
い
て
地
租
収
奪
が
中
小
地

主
の
没
落
を
促
し
て
原
書
を
進
め
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
も
地
租

収
奪
が
松
方
デ
フ
レ
の
よ
う
な
財
政
政
策
と
絡
み
あ
っ
て
中
小
地
主
や

自
作
農
の
分
解
を
も
た
ら
し
て
原
蓄
が
い
っ
き
ょ
に
進
め
ら
れ
た
点
に

も
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
あ
と
二
点
ば
か
り
補
足
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ

は
議
会
開
設
に
対
す
る
政
府
の
対
応
で
あ
る
。
近
代
税
制
確
立
の
う
え

で
必
須
の
条
件
が
議
会
装
置
の
設
置
で
あ
る
が
、
自
由
民
権
運
動
の
圧

力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
約
束
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
政
府
は
、
議
会
開
設

表1国税中の各税比率および地方税中地租付加税比率

年度 租税頂 地租 所得税 営業税
その他

間接税
関税

各地方税中地色仙 説の割ロ

r 費 (うち酒税 ) 道府 県 市 町村

18 7 十5 1, 4 8 6 7 8 . 6 10 . 4 ( 9 .9 ) 6 . 4 4 . 6 Yr

8 6 6 4 , 3 7 1 6 7 . 2 2 2 . 9 ( 18 .2 ) 3 . 5 6 . 4 5 4 . 6 4 1 .7

9 1 6 4 , 4 2 3 5 8 . 1 1 .7 2 8 . 5 ( 2 2 .8 ) 6 . 4 7 . 0 5 0 . 1 7 .3 4 1. 6

9 6 7 6 , 3 8 8 4 9 .3 2 .4 3 1. 7 ( 2 5 . 1 ) 7 . 8 8 . 8 5 3 . 2 4 .5 3 7 . 1

9 7 9 4 , 9 1 3 4 0 .0 2 . 2 4 . 7 3 9 . 7 (3 2 .8 ) 4 . 9 8 . 5 5 3 . 7 4 .8 3 5 . 3

9 8 9 7 , 6 3 0 3 9 .4 2 .4 5 . 6 3 7 . 6 (3 3 .9 ) 5 . 7 9 . 3 5 5 . 5 5 こ2 3 4 .0

9 9 1 2 6 , 0 3 5 3 5 .6 3 .8 4 . 4 4 0 . 8 (3 8 .9 ) 2 . 8 1 2 . 6 5 6 .8 3 .9 3 0 . 9

19 0 1 3 3 , 9 2 6 3 4 .9 4 .8 4 . 5 4 0 . 0 (3 7 .7 ) 3 . 1 1 2 . 7 5 7 . 3 4 .0 3 0 . 3

0 1 1 3 9 , 5 7 5 3 3 .4 4 .9 4 . 6 4 4 . 1 (4 1 .7 ) 3 . 2 9 . 8 5 4・. 8 4 .0 2 9 . 4

0 6 2 8 3 , 4 0 9 2 9 .9 9 . 3 7 . 0 3 4 . 5 (2 5 . 1 ) 4 . 5 1 4 . 8 4 8 . 3 2 .6 2 0 . 9

1 1 3 2 9 , 0 7 1 2 2 .8 10 .6 7 . 5 3 9 . 2 (2 6 . 1 ) 5 . 2 1 4 . 7 4 6 .6 4 .2 16 . 2

1 7 4 3 0 , 6 0 4 1 7 . 1 2 2 .0 6 . 1 3 7 . 6 (2 4 .8 ) 6 . 7 1 0 . 5 4 3 . 2 4 . 1 13 . 1

2 0 6 9 6 , 2 57 1 0 .6 2 7. 3 8 . 9 3 6 . 2 (2 3 .5 ) 7 . 0 1 0 . 0 3 7 . 3 4 .7 1 1. 7

r明治大正財政詳覧jより。

消費税は酒(造)税のほか煙草・醤油・菓子税および織物・砂陪・石油消費税を含む。



前
に
租
税
協
議
権
を
骨
抜
き
に
す
べ
く
税
法
・
会
計
制
度
等
の
整
備
を

(
6
)

急
い
で
行
っ
て
い
る
。
「
外
国
ノ
制
度
ヲ
参
酌
」
し
て
一
八
八
七
年
に

と
り
急
ぎ
設
置
さ
れ
た
所
得
税
な
ど
は
そ
の
典
型
と
言
え
よ
う
。
こ
の

た
め
準
備
・
諸
条
件
が
不
十
分
な
ま
ま
実
施
に
移
さ
れ
、
日
清
戦
後
の

新
局
面
を
迎
え
て
租
税
の
体
系
的
な
改
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

二
点
目
は
、
い
わ
ゆ
る
初
期
議
会
に
お
い
て
民
党
の
「
政
費
節
減
」

要
求
が
そ
れ
な
り
に
財
政
規
模
拡
大
を
迎
え
た
こ
と
で
あ
る
。
民
党
運

動
の
歴
史
的
限
界
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
が
「
政
費
節
減
」
要
求
が
年
々
一
五
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
万
円
の
国
庫

剰
余
金
を
生
み
出
さ
せ
、
そ
の
結
果
日
清
戦
後
に
至
る
ま
で
の
歳
出
規

模
は
経
常
費
・
臨
時
費
あ
わ
せ
て
八
〇
〇
〇
万
円
前
後
の
水
準
を
大
き

く
こ
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、

憲
法
の
規
定
上
か
ら
言
っ
て
も
、
戦
後
の
財
政
の
急
激
な
拡
大
は
政
党

の
協
力
な
し
に
は
実
現
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
関
係

し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

三
　
日
活
戦
後
経
営
と
財
政

-
、
賠
償
金
・
公
債
を
め
ぐ
っ
て

日
清
戦
後
の
一
r
八
九
六
年
度
予
算
は
一
億
五
二
〇
〇
万
円
と
倍
増

し
、
九
七
年
か
ら
は
二
億
円
を
こ
え
る
な
ど
、
戦
後
経
営
の
着
手
に
よ

っ
て
財
政
規
模
が
い
っ
き
ょ
に
膨
張
し
た
。
こ
の
財
源
に
つ
い
て
明
治

政
府
は
当
初
、
経
常
費
膨
張
は
増
税
に
よ
り
、
臨
時
費
膨
張
に
対
し
て

(
7
)

は
内
国
債
・
清
国
賠
償
金
を
以
っ
て
支
弁
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。

後
述
す
る
よ
う
に
結
局
内
国
債
と
い
う
方
針
は
破
産
す
る
が
、
し
ば

ら
く
賠
償
金
に
つ
い
て
ま
ず
見
て
い
き
た
い
。
巨
額
の
賠
償
金
使
途
計

画
に
つ
い
て
の
決
定
過
程
は
、
長
岡
新
吉
氏
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ

(
8
)

た
。
氏
は
製
鋼
所
・
農
業
銀
行
設
立
補
助
な
ど
殖
産
興
業
構
想
を
含
む

松
方
正
義
案
が
、
軍
費
消
却
費
を
削
っ
て
陸
軍
拡
張
費
を
二
〇
〇
〇
万

円
増
額
し
よ
う
と
す
る
渡
辺
国
武
案
を
お
さ
え
て
実
現
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
陸
軍
の
構
想
に
対
す
る
大
蔵
省
構
想
の
貫
徹
と
評
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
評
価
は
、
中
村
政
則
氏
が
戦
後
経
営
イ
コ
ー
ル
軍
拡
と
と
ら

え
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
し
て
大
蔵
官
僚
ら
が
軍
拡
を
進
め
る

た
め
に
も
産
業
基
盤
の
育
成
を
は
か
ろ
う
と
し
た
経
済
構
想
に
も
留
意

(
9
)

す
べ
き
と
し
た
提
言
に
沿
う
も
の
と
言
え
よ
う
。

も
っ
と
も
実
際
の
支
出
に
お
い
て
は
、
製
鋼
所
設
置
費
用
の
大
半
と

日
本
勧
業
銀
行
・
各
府
県
農
工
銀
行
の
資
本
補
助
が
一
般
会
計
か
ら
捻

出
さ
れ
て
い
る
反
面
、
一
二
〇
〇
万
円
に
お
よ
ぷ
多
額
の
台
湾
経
費
補

充
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
軍
費
消
却
を
含
め
る
な
ら
松
方
案
で
す

ら
八
〇
%
近
く
を
軍
事
費
で
占
め
て
い
た
が
、
実
際
支
出
で
は
遼
東
半

島
還
付
金
を
含
め
た
三
億
六
〇
〇
〇
万
円
の
う
ち
、
陸
海
軍
拡
張
費
・

軍
費
消
却
・
軍
艦
水
雷
監
補
充
基
金
な
ど
を
合
わ
せ
て
じ
つ
に
八
五
%

が
軍
事
費
に
費
や
さ
れ
た
。

賠
償
金
そ
の
も
の
は
巨
額
で
は
あ
れ
、
あ
く
ま
で
一
時
的
、
有
限
な

財
源
で
あ
る
。
し
か
し
陸
海
軍
拡
張
費
が
一
般
会
計
臨
時
費
に
繰
り
入

れ
ら
れ
て
支
出
さ
れ
る
と
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
今
度
は
経

常
費
の
拡
大
が
必
然
化
さ
せ
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
一
般
会
計
の
歳
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出
全
体
に
占
め
る
陸
海
軍
経
費
は
、
そ
れ
ま
で
三
〇
%
前
後
で
あ
っ
た

も
の
が
日
清
戦
後
経
営
の
過
程
で
四
〇
～
五
〇
%
を
占
め
る
に
至
り
、

以
後
そ
れ
が
定
着
し
て
い
く
。
帝
国
主
義
世
界
体
制
形
成
へ
の
対
応
が
、

こ
の
よ
.
.
フ
な
財
政
支
出
の
構
造
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。

さ
て
言
う
ま
で
も
な
く
賠
償
金
は
一
度
に
払
い
込
ま
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
当
初
七
年
半
以
内
に
八
回
に
わ
け
て
払
い
込
む
予
定
で
あ
っ
た

が
、
利
子
支
払
い
を
避
け
よ
う
と
し
た
活
国
は
三
年
半
以
内
に
完
済
し

た
。
こ
の
結
果
活
国
が
既
に
支
払
っ
て
い
た
利
子
部
分
は
元
金
に
充
当

さ
れ
そ
れ
に
つ
い
て
の
負
担
は
軽
減
し
た
が
、
他
面
で
早
期
完
済
を
可

能
に
さ
せ
た
露
仏
・
英
独
か
ら
の
借
款
が
中
国
再
分
割
を
促
す
こ
と
に

(川)

な
っ
た
点
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
清
国
が
そ
れ
ま
で
に
主
と

し
て
イ
ギ
リ
ス
か
ら
借
り
て
い
た
金
額
の
六
倍
を
こ
え
る
領
を
い
っ
ぺ

ん
に
借
款
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
財
政
は
破
綻
し
、
北
清
事
変
の
賠

償
と
あ
わ
せ
て
国
民
革
命
以
後
に
お
い
て
も
列
強
に
よ
る
関
税
差
押
え

が
行
わ
れ
て
革
命
の
進
展
に
対
す
る
障
害
の
一
因
と
な
っ
た
点
に
注
目

し
て
お
き
た
い
(
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
金
子
報
告
参
照
)
。

同
時
に
賠
償
金
の
運
用
過
程
で
京
仁
鉄
道
引
受
組
合
に
対
し
て
一
八

〇
万
円
の
貸
付
を
行
う
な
ど
、
早
熟
的
な
資
本
輸
出
を
助
長
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
帝
国
主
義
世
界
体
制
の
形
成
と
い
う
世
界
史
的
条
件
の
な

か
で
、
賠
償
金
は
中
国
再
分
割
を
促
す
も
の
と
し
て
機
能
す
る
と
と
も

に
、
よ
う
や
く
資
本
主
義
が
確
立
し
っ
つ
あ
る
、
し
か
も
金
融
資
本
す

ら
成
立
し
て
い
な
い
段
階
の
日
本
に
台
湾
経
費
や
朝
鮮
へ
の
資
本
輸
出

を
助
長
さ
せ
る
と
い
っ
た
帝
国
主
義
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
可
能
に
さ

せ
た
と
い
う
意
義
は
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
周
知
の
よ
う
に
賠
償
金
は
日
本
の
金
本
位
制
成
立
の
う
え
で
重

要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
日
本
が
金
本
位
制
を
施
行
す
る
う
え
で
の
ネ

ッ
ク
と
し
て
一
つ
に
金
準
備
の
問
題
、
二
つ
に
列
強
こ
と
に
イ
ギ
リ
ス

の
態
度
如
何
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
巨
額
の
償

へ
〓
】

金
の
受
領
l
金
銀
塊
等
で
の
回
収
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
た
。
後
者
は
日

本
の
金
本
位
制
成
立
を
貫
く
イ
ギ
リ
ス
へ
の
従
属
的
側
面
を
端
的
に
表

現
す
る
も
の
な
の
で
、
少
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
も
そ
も
国
際
的
な
銀
下
落
基
調
の
な
か
で
日
本
政
府
は
償
金
の
受

け
取
り
を
銀
で
は
な
く
英
貨
(
ポ
ン
ド
)
に
切
り
か
え
て
い
る
が
、
ロ

ン
ド
ン
で
受
け
取
っ
た
ポ
ン
ド
に
よ
っ
て
銀
購
入
に
向
か
え
ば
銀
相
場

さ
ら
に
は
為
替
相
場
の
安
定
を
乱
し
、
何
よ
り
為
替
相
場
の
安
定
を
求

め
る
イ
ギ
リ
ス
の
反
発
を
ま
ね
く
恐
れ
が
あ
っ
た
。
こ
の
面
に
お
い
て

も
貨
幣
制
度
調
査
会
は
商
工
業
者
の
銀
本
位
存
続
論
を
お
さ
え
て
、
阪

谷
芳
郎
・
添
田
芳
一
ら
大
蔵
官
僚
の
求
め
る
金
本
位
制
施
行
を
結
論
づ

(
1
2
)

け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
日
本
の
金
本
位

制
実
施
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
反
対
と
い
う
懸
念
は
、
イ
ギ
リ
ス
自
身

が
イ
ン
ド
の
幣
制
改
革
に
よ
っ
て
銀
の
自
由
鋳
造
を
禁
止
し
事
実
上
ア

ジ
ア
銀
貨
圏
か
ら
イ
ン
ド
を
離
脱
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
に
よ
り
払
拭
さ

]瓶〔

れ
た
。日

本
が
金
貨
国
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
を
筆
頭
と
す

る
金
貨
国
(
列
強
)
か
ら
の
軍
需
品
・
生
産
手
段
の
輸
入
が
銀
下
落
の

影
響
を
う
け
ず
に
行
え
る
よ
う
に
な
り
、
財
政
上
の
損
失
を
緩
和
す
る

い
っ
ぽ
う
で
列
強
に
対
す
る
従
属
的
な
貿
易
構
造
へ
の
リ
ン
ク
を
確
定

す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の



は
、
外
債
導
入
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
列
強
へ
の
金
融
的
従
属

を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
明
治
初
期
の
九
分
な
い

し
七
分
と
い
っ
た
高
利
の
外
債
と
異
な
り
、
金
貨
国
と
な
っ
た
日
本
に

対
す
る
リ
ス
ク
は
低
減
し
て
利
率
が
下
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
銀
下
落

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
よ
る
財
政
的
損
失
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
結
果
的
に
政
府
首
脳

(
〓
-

の
外
債
ア
レ
ル
ギ
ー
を
解
消
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
戦
後
経
営
当
初
の

外
債
非
募
集
と
い
う
方
針
を
転
換
し
て
一
八
八
九
年
に
一
〇
〇
万
ポ
ン

ド
の
外
債
導
入
に
ふ
み
き
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
が
、
そ
の
転
換
を
可

能
に
し
た
条
件
は
右
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
日
露
戦
争

以
降
戦
費
や
金
本
位
制
維
持
の
た
め
多
額
の
外
債
導
入
が
行
わ
れ
て
い

く
が
、
そ
う
し
た
展
開
の
起
点
と
な
っ
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
当
初
の
内
債
募
集
(
外
債
非
募
集
)
と
い
う
方
針
の
転
換

で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
は
国
内
の
金
融
市
場
の
狭
臆
性
が
あ
げ

ら
れ
る
。
日
清
戦
後
の
第
一
次
恐
慌
に
よ
っ
て
内
債
募
集
は
頓
座
し
、

計
画
の
続
行
の
た
め
に
は
償
金
を
一
時
流
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

し
か
し
す
で
に
使
途
の
定
ま
っ
て
い
る
償
金
の
流
用
は
計
画
全
体
に
重

大
な
影
響
を
与
え
る
た
め
に
、
つ
い
に
外
債
募
集
が
決
定
さ
れ
た
と
言

(
1
5
)

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
国
内
金
融
市
場
の
脆
弱
性
が
償
金
の
流
用

と
い
う
が
如
き
弥
縫
的
運
用
や
内
債
募
集
の
方
針
の
崩
壊
を
余
儀
な
く

さ
せ
た
点
に
も
留
意
し
て
お
き
た
い
。

2
、
税
制
改
革
を
め
ぐ
っ
て

H
　
第
一
回
増
税

一
八
九
四
年
八
月
松
方
蔵
相
は
伊
藤
首
相
に
対
し
て
「
財
政
前
途
ノ

(
1
6
)

経
画
二
付
提
議
」
な
る
意
見
書
を
提
出
し
た
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
主
計
官
阪
谷
芳
郎
の
立
案
に
よ
る
こ
の
有
名
な
史
料
は
大
蔵
省

(
1
7
)

の
戦
後
経
営
構
想
を
端
的
に
表
わ
し
て
い
る
が
、
こ
の
な
か
で
一
八
九

五
年
予
算
の
不
足
見
込
額
一
五
五
一
万
円
に
対
し
て
増
税
を
う
ち
出
し

て
い
る
。
「
将
来
増
加
シ
得
へ
キ
見
込
」
の
税
・
収
入
と
し
て
地
租
・

所
得
税
・
酒
造
税
・
煙
草
税
・
海
関
税
・
登
記
料
・
森
林
収
入
・
郵
便

電
信
収
入
・
鉄
道
益
金
の
九
種
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
森

林
以
下
三
収
入
は
「
林
政
及
交
通
機
関
ノ
改
良
発
達
ヲ
計
ラ
サ
ル
へ
カ

ラ
サ
ル
」
、
所
得
税
は
「
舵
二
巨
額
ノ
収
入
ヲ
望
ム
へ
カ
ラ
ス
」
、
煙
草

税
・
登
記
料
は
「
根
底
ノ
方
法
ヨ
リ
大
二
改
正
ヲ
要
ス
ル
」
、
海
関
税

は
「
改
正
条
約
実
施
後
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
行
ハ
ル
へ
カ
ス
」
、
そ
し
て
地

租
は
「
課
税
最
モ
容
易
ナ
リ
ト
錐
モ
」
農
民
の
負
担
過
重
は
「
国
家
経

済
上
得
策
ニ
ア
ラ
ス
」
「
故
二
断
シ
テ
行
フ
へ
カ
ラ
ス
」
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
結
論
と
し
て
酒
造
税
増
徴
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
同
時
に
営

業
税
を
地
方
税
か
ら
国
税
へ
移
管
す
る
こ
と
と
然
る
.
へ
き
準
備
期
問
を

お
い
て
葉
煙
草
専
売
を
実
施
す
る
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
段
鰐
で
す
で
に
財
政
当
局
者
が
地
租
増
散
を
不
可
避
と
し
て
い

た
と
い
う
推
測
を
否
定
す
る
材
料
は
な
い
け
れ
ど
も
、
阪
谷
芳
郎
は
か

な
り
早
く
か
ら
「
国
民
ノ
負
担
ヲ
平
均
、
ツ
、
∴
国
家
ノ
経
済
ヲ
発
達
」
さ

せ
る
た
め
に
地
租
軽
減
・
酒
造
税
増
教
・
煙
草
専
売
制
を
考
え
て
お

〈
1
9
)

り
、
ま
た
「
八
九
七
年
一
月
の
段
階
で
も
「
之
れ
(
地
租
-
注
)
を
増

す
と
云
う
こ
と
は
農
民
の
負
担
す
る
上
に
於
て
少
し
偏
重
す
る
煩
向
が

あ
り
ま
す
。
夫
れ
よ
り
も
寧
ろ
他
の
税
を
選
ん
だ
方
が
国
家
に
利
益
で
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あ
る
」
と
演
説
し
て
い
る
。
そ
れ
に
こ
の
段
階
で
の
歳
入
不
足
は
地
租

増
徴
を
伴
わ
な
く
て
も
カ
バ
ー
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
財
政
当

局
者
が
す
で
に
増
租
を
不
可
避
と
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
酒
は
「
賢
沢
晶
」
で
あ
り
飲
酒
は
「
不
生
産
的

消
費
」
一
喫
煙
も
そ
う
考
え
.
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
)
で
あ

る
と
す
る
大
蔵
官
僚
が
酒
造
税
増
教
(
な
い
し
葉
煙
草
専
売
)
を
実
施

し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
主
観
的
意
図
は
生
産
上
の
基
礎
へ
の
負
担
を

で
き
る
だ
け
避
け
(
実
質
的
に
地
主
を
利
す
る
が
)
、
飲
酒
・
喫
煙
な

ど
「
不
生
産
的
消
費
」
に
対
し
て
負
担
を
重
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

]
Ⅷ
己

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
営
業
税
国
税
化
を
進
め
た
意
図
は
、
一
つ
に
地
方
ご
と
に
異
な

る
税
率
を
統
一
し
て
「
平
等
適
度
」
に
す
る
こ
と
、
二
つ
に
衆
院
議
員

選
挙
権
を
商
工
業
者
に
も
与
え
地
主
議
会
の
弊
害
を
除
く
こ
と
に
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
大
蔵
官
僚
が
税
制
改
革
を
通
し
て
政
治
的
な
構
成
ま

で
改
変
し
よ
う
と
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。
L
と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に

営
業
税
問
題
が
商
工
業
者
の
政
治
的
台
頭
を
促
し
、
そ
の
営
業
税
軽
減

・
廃
止
要
求
は
一
面
で
戦
後
経
営
計
画
へ
の
批
判
を
、
他
面
で
地
租
増

(
2
2
)

放
論
を
若
…
起
さ
せ
た
。
し
か
し
結
局
は
軍
拡
批
判
を
貫
く
こ
と
が
で
き

ず
、
地
租
増
徴
論
へ
傾
斜
し
な
が
ら
営
業
税
国
税
化
の
実
現
を
許
⊥
て

し
ま
う
。
こ
う
し
た
な
か
で
酒
造
税
増
徴
に
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
出
ず
、

あ
っ
さ
り
と
実
現
を
見
る
に
至
る
。

酒
造
税
は
一
石
四
円
か
ら
七
円
へ
引
き
上
げ
そ
の
増
収
見
込
一
〇
八

〇
余
万
円
、
営
業
税
国
税
化
に
よ
り
七
五
〇
余
万
円
(
但
し
地
方
財
源

の
確
保
等
の
た
め
廃
税
分
二
六
〇
余
万
円
は
減
収
)
、
一
八
九
八
年
よ

り
葉
煙
草
専
売
制
施
行
(
当
初
見
込
額
六
〇
〇
万
円
)
と
な
り
、
九
六

年
度
予
算
の
不
足
見
込
一
五
五
一
万
円
余
を
カ
バ
ー
す
る
見
通
し
は
つ

い
た
の
で
あ
る
。

徴
税
機
構
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
、
営
業
税
国
税
化
に

と
も
な
っ
て
税
務
管
理
局
、
税
務
署
・
支
署
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
従
来
国
税
徴
収
事
務
は
各
府
県
・
市

町
村
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
が
、
徴
税
機
構
の
整
備
に
よ
っ
て
地
租
を
除

き
営
業
税
・
所
得
税
の
徴
収
が
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
点
も
税
制
改
革
の
重
要
な
側
面
と
言
え
よ
う
。

回
　
地
租
増
教
問
題

第
一
〇
議
会
開
会
中
の
一
八
九
七
年
二
月
の
段
階
に
お
い
て
、
当
時

の
主
税
局
長
日
賀
田
種
太
郎
が
首
相
兼
蔵
相
松
方
正
義
に
対
し
て
税
法

(
2
3
)

改
正
に
関
す
る
意
見
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
書
に
お
い
て
、

目
賀
田
は
以
下
の
六
点
を
主
張
し
「
合
計
七
八
百
万
円
余
ノ
収
入
ヲ
得

へ
シ
」
と
結
論
し
て
い
る
。
H
所
得
税
の
改
正
=
課
税
最
低
限
の
引
き

下
げ
・
累
進
率
逓
加
、
法
人
に
対
す
る
課
税
(
増
収
見
込
-
以
下
同
-

一
二
〇
万
円
)
、
回
醤
油
税
増
徴
=
一
石
あ
た
り
一
円
か
ら
二
円
へ
(
一

五
〇
万
円
)
、
回
売
薬
印
紙
税
増
徴
=
定
価
の
一
割
を
二
割
へ
　
(
七
〇

万
円
)
、
同
証
券
印
紙
税
=
脱
税
取
締
の
強
化
(
五
〇
万
円
)
、
回
登
録

税
拡
張
=
民
法
・
商
法
実
施
に
対
応
、
㈹
市
街
宅
地
々
租
の
改
正
な
い

し
家
屋
税
の
新
設
(
二
〇
〇
万
円
)
　
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
資
本
主
義
の

発
展
に
対
応
す
る
項
目
も
二
～
三
見
ら
れ
る
が
、
い
ま
注
目
し
て
お
き

た
い
の
は
、
こ
の
段
階
で
な
お
田
畑
地
租
の
増
徴
が
構
想
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。



し
か
し
そ
の
年
の
お
そ
ら
く
夏
～
秋
に
か
け
て
、
す
な
わ
ち
九
八
年

度
予
算
作
成
の
過
程
で
再
び
歳
入
不
足
が
見
込
ま
れ
、
地
租
・
酒
造
税

の
増
徴
案
が
浮
上
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

…
…
明
治
三
十
一
年
度
ノ
歳
計
二
於
テ
二
千
三
百
余
万
円
ノ
歳
入
不

足
ヲ
見
ル
ノ
巳
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
レ
リ
、
…
…
其
財
源
タ
ル
之
ヲ
一

時
ノ
収
入
ナ
ル
募
債
二
向
テ
求
ム
へ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
、
必
ス

ヤ
恒
久
ノ
収
入
ナ
ル
租
税
ヲ
以
テ
之
二
充
テ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
、
…
…

(
営
業
税
、
所
得
税
、
醤
油
税
、
売
薬
印
紙
税
、
登
録
税
、
証
券
印

紙
税
な
ど
　
ー
　
引
用
老
注
)
以
上
ノ
諸
税
目
ハ
其
性
質
二
於
テ
甚
シ

キ
増
率
ヲ
為
ス
ヲ
許
サ
ス
、
或
ハ
之
レ
カ
増
率
ヲ
為
ス
モ
多
額
ノ
収

入
ヲ
得
ル
二
足
ラ
ス
、
果
シ
テ
然
ラ
バ
地
租
ト
酒
造
税
ト
ニ
依
リ
テ

歳
入
増
加
ヲ
謀
ル
ノ
計
画
ヲ
取
ル
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
以
テ
今
日
ノ
急

(

2

4

)

務
二
応
ス
ル
能
ハ
サ
ル
へ
シ
…
…
…

(
2
5
〉

こ
の
史
料
は
池
上
和
夫
氏
が
考
証
さ
れ
て
い
る
と
お
り
一
八
九
七
年

の
も
の
で
、
末
尾
に
「
増
税
二
関
ス
ル
法
案
ヲ
提
出
ス
ル
ニ
当
り
、
増

税
ノ
止
ム
へ
受
フ
サ
ル
理
由
及
七
専
ラ
地
租
及
ヒ
酒
造
税
ヲ
選
定
シ
タ

ル
所
以
ヲ
略
述
ス
ル
ハ
本
大
臣
ノ
債
務
ナ
リ
」
と
あ
る
の
で
、
お
そ
ら

く
第
一
一
議
会
向
け
の
大
蔵
大
臣
の
増
税
法
案
に
つ
い
て
の
説
明
原
稿

で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
の
歳
入
不
足
の
大
き
な
要
因
は
台
湾
経
費
で
あ
り
、
す
で
に

償
金
・
国
庫
剰
余
金
を
「
悉
皆
使
用
シ
尽
シ
」
「
最
早
之
力
支
弁
ノ
途

(
2
5
)

ヲ
通
常
歳
入
二
仰
功
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
ニ
至
」
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
石

井
寛
治
氏
が
言
わ
れ
る
如
く
、
台
湾
民
衆
の
抵
抗
が
日
本
の
財
政
運
営

と
そ
れ
に
起
因
す
る
以
後
の
不
安
定
な
政
局
を
「
も
っ
と
も
奥
深
い
と

(
2
7
)

こ
ろ
で
規
定
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

さ
て
両
税
の
増
徴
へ
と
く
に
地
租
増
徴
問
題
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
〇

万
円
を
こ
え
る
歳
入
不
足
に
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
段
階
で
、

し
か
も
徴
税
技
術
上
の
理
由
に
よ
っ
て
、
生
産
的
基
礎
へ
の
負
担
過
重

を
避
け
る
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
理
念
が
吹
き
と
ん
だ
と
見
て
お
き
た

い
。
御
都
合
主
義
が
優
先
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
同
輩
増
租
の
方

法
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
池
上
和
夫
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
租
率
の
引

き
上
げ
で
な
く
「
法
定
地
価
ヲ
シ
テ
時
価
二
近
接
セ
シ
メ
依
テ
以
テ
収

(乃)

入
ヲ
増
加
」
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
(
注
2
4
の
史
料

に
よ
る
、
以
下
同
じ
)
。
そ
の
方
法
を
と
る
所
以
は
「
土
地
所
有
者
ハ

米
価
又
ハ
貸
地
料
騰
貴
ノ
割
合
二
於
テ
増
加
シ
タ
ル
純
益
ヲ
収
得
」
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
騰
貴
ノ
割
合
以
内
ノ
増
税
」
を
行
っ
て
も

従
前
の
負
担
に
及
ば
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
農
村
に
お

い
て
寄
生
地
主
化
が
進
展
し
て
き
た
実
態
に
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ま
で
地

ヽ

　

ヽ

租
は
農
民
へ
の
負
担
と
大
蔵
官
僚
が
一
元
的
に
と
ら
え
て
い
た
(
少
な

く
と
も
公
言
し
て
い
た
)
状
況
に
変
化
が
現
わ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
(
そ
れ
が
増
税
の
た
め
の
口
実
で
あ
っ
た
に
し
て

も)。酒
造
税
に
つ
い
て
は
、
「
消
費
税
タ
ル
酒
造
税
二
在
リ
テ
ハ
負
担
ハ

消
費
者
二
転
嫁
ス
へ
キ
」
も
の
で
あ
る
と
↓
、
一
石
七
円
か
ら
一
〇
円

に
引
き
上
げ
た
と
し
て
も
い
っ
ぽ
う
で
自
家
用
酒
造
を
禁
止
し
輸
入

丁

ん

コ

ー

ル

酒
∵
精
等
に
よ
る
混
成
酒
製
造
の
取
締
り
を
厳
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
問

題
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
消
費
税
の
逆
進
性
、
所
得
格
差
に
よ

る
不
公
平
さ
(
す
な
わ
ち
所
得
税
拡
大
の
必
要
性
な
ど
)
は
ほ
と
ん
ど
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一
顧
だ
に
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
増
税
の
必
要
性
と
致
税
技
術
上
の
理

由
か
ら
導
か
れ
た
税
法
改
正
構
想
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
周
知
の
よ
う
に
政
党
は
地
租
増
徴
に
の
み
反
対
し
て
政
局
は

流
動
化
す
る
。
第
一
一
議
会
は
松
方
内
閣
と
進
歩
党
の
断
絶
が
あ
っ
て

四
日
で
解
散
、
あ
と
を
つ
い
だ
第
三
次
伊
藤
内
閣
も
地
価
修
正
を
伴
わ

な
い
増
租
案
で
自
由
党
と
断
絶
し
第
一
二
議
会
解
散
、
つ
い
で
大
隈
重

信
憲
政
党
内
閣
誕
生
と
な
っ
た
過
程
は
く
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
政
党

が
戦
後
窪
宮
を
全
面
的
に
支
持
し
た
と
は
言
い
な
が
ら
地
租
増
教
ま
で

(
3
0
)

認
め
る
の
は
あ
ま
り
に
急
激
な
転
換
に
す
ぎ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
客
観
的
に
見
れ
ば
政
党
は
す
で
に
い
わ
ば
〝
外
堀
を
埋
め
ら
れ
た
″

状
況
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
窯
政
党
内
閣
の
作
成
し
た
予
算
案
、
こ
と
に
増
税
案
は
、

戦
後
経
営
賛
成
・
地
租
増
教
反
対
の
方
針
か
ら
必
然
的
に
酒
造
税
増
徴

(
引
)

に
偏
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
四
九
一
一
万
円
余
の
増
税
計
画
の
な
か

で
、
酒
造
税
は
五
六
%
に
あ
た
る
二
七
四
一
万
円
余
(
一
石
七
円
か
ら

一
五
円
へ
)
が
予
定
さ
れ
、
他
に
砂
糖
税
・
葉
煙
草
専
売
収
入
も
あ
わ

せ
る
と
九
〇
%
近
く
に
な
る
と
い
う
間
接
消
費
税
に
よ
る
増
税
で
あ
っ

た
。政

党
の
こ
う
し
た
姿
勢
を
正
当
化
す
る
論
理
は
、
「
租
税
の
種
類
は

国
運
民
力
の
進
歩
に
伴
ふ
て
臼
か
ら
其
の
収
入
を
増
加
す
る
を
以
て
貴

L
と
為
す
、
彼
の
酒
造
税
の
ご
と
き
、
煙
草
税
の
ご
と
き
、
将
た
海
関

税
の
ご
と
き
、
即
ち
其
の
頭
著
な
る
適
例
」
「
地
租
は
其
の
収
入
年
々

一
定
し
て
殆
ん
と
増
進
す
る
所
な
き
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
諸
般
の
災

u
蛸
凸

害
に
接
し
て
歳
々
其
の
減
少
を
見
る
」
、
「
他
に
財
源
な
け
れ
ば
地
租

の
増
徴
誰
れ
か
又
否
ま
ん
、
只
吾
人
の
見
る
所
を
以
て
す
れ
ば
他
に
相

(
3
3
)

当
の
財
源
あ
り
」
な
ど
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
田
口
卯
吉
(
な
い
し
「
東
京

]町〔

経
済
雑
誌
し
)
等
の
批
判
が
あ
っ
た
。
自
身
も
憲
政
党
に
属
し
衆
院
議

員
で
も
あ
っ
た
田
口
は
、
憲
政
党
「
党
報
」
　
三
・
四
号
(
と
も
に
一
八

九
八
年
九
月
)
に
も
論
文
を
寄
せ
、
地
主
議
会
の
弊
害
を
痛
言
し
て
い

る
。
酒
・
煙
草
の
税
負
担
が
「
細
民
を
し
て
益
々
貧
困
な
ら
し
む
る
」

逆
進
性
を
指
摘
し
、
「
細
民
の
声
を
し
て
政
治
上
に
仲
ぶ
る
あ
ら
し
め

は
、
酒
税
・
煙
草
税
の
如
き
は
斯
く
容
易
に
は
議
決
せ
ら
れ
ざ
る
べ
し
」

と
述
べ
て
い
る
。

結
局
憲
政
党
内
閣
は
議
会
を
一
度
も
開
く
こ
と
な
く
四
か
月
で
崩
壊

し
、
増
税
案
も
三
た
び
雷
に
舞
っ
た
。

㈲
　
第
二
回
増
税

第
一
三
議
会
に
お
い
て
山
県
内
閣
は
地
租
増
徴
を
含
む
こ
れ
ら
懸
案

の
増
税
問
題
を
一
気
に
解
決
す
る
。
増
税
が
何
故
に
分
裂
後
の
憲
政
党

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
は
し
ば
し
ば
論
議
の
的
と
な
っ
て
き
た
が
、
そ

の
要
因
と
し
て
大
き
な
も
の
に
は
H
地
価
修
正
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ

と
、
回
米
価
騰
貴
と
そ
れ
ま
で
の
地
価
修
正
と
に
よ
る
実
質
的
負
担
の

低
下
、
同
政
府
と
の
政
治
的
取
引
き
に
よ
る
政
府
の
譲
歩
な
ど
が
あ
ろ

(
3
5
)

.フO
H
の
地
価
修
正
に
つ
い
て
は
、
西
日
本
な
ど
高
地
価
地
帯
を
中
心
に

地
価
修
正
要
求
が
す
で
に
初
期
議
会
の
段
階
か
ら
あ
っ
て
、
東
北
地
方

な
ど
低
地
価
地
帯
の
非
増
税
要
求
と
対
立
し
て
い
た
が
、
高
地
価
地
帯

の
地
価
引
き
下
げ
(
最
高
で
ほ
ぼ
二
〇
%
)
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ



て
増
税
反
対
を
切
り
崩
し
た
と
い
う
の
は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。
中

村
政
則
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
地
価
修
正
に
よ
っ
て
地
主
層
の
地
域
的

利
害
が
解
消
し
て
a
n
 
s
i
c
h
-
f
箸
s
i
c
h
な
階
級
か
ら
a
n
 
u
ロ
d
 
f
箸

(
3
5
)

s
i
c
h
な
階
級
へ
と
止
揚
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

回
に
つ
い
て
は
表
二
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
東
北
地
方
で
は
改
組
当

時
の
米
価
が
ほ
ぼ
二
円
八
〇
銭
で
あ
っ
た
が
一
八
九
七
年
に
は
一
一
円

七
二
銭
と
近
畿
地
方
と
大
差
が
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
地
価

修
正
と
今
回
の
も
の
で
か
り
に
全
く
地
価
引
き
下
げ
の
恩
恵
を
蒙
ら
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
負
担
は
四
分
の
一
程
度
に
軽
減
さ
れ
て
い
る
。
改

租
当
時
の
負
担
に
戻
る
ま
で
も
な
く
、
租
率
二
・
五
%
か
ら
三
二
二
%

へ
の
引
き
上
げ
に
よ
る
一
二
二
二
倍
の
負
担
増
加
は
米
価
の
動
き
か
ら

言
え
ば
二
～
三
年
前
の
負
担
度
に
戻
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
。
い
っ

ぽ
う
高
地
価
の
最
た
る
近
畿
地
方
で
見
る
な
ら
、
改
租
当
時
の
米
価
が

東
北
地
方
の
約
一
・
八
倍
に
あ
た
る
四
円
九
〇
銭
で
あ
っ
た
か
ら
、
一

八
九
七
年
の
米
価
か
ら
計
算
す
れ
ば
五
分
の
二
程
度
へ
の
負
担
の
低
下

で
あ
る
。
但
し
特
別
地
価
修
正
等
で
す
で
に
反
当
平
均
地
価
は
八
〇
%

近
く
に
ま
で
下
が
っ
て
い
た
う
え
に
今
回
の
引
き
下
げ
で
当
初
の
三
分

の
二
近
く
ま
で
に
下
が
っ
た
た
め
に
、
米
価
騰
貴
に
よ
る
軽
減
と
あ
わ

-

せ
る
と
や
は
り
四
分
の
一
程
度
に
ま
で
負
担
は
軽
減
さ
れ
て
い
る
と
言

え
る
。
ま
た
筆
者
が
整
理
し
た
広
島
県
内
の
地
主
の
経
営
帳
簿
に
お
い

て
も
、
小
作
料
収
入
に
対
す
る
こ
の
時
期
の
公
租
負
担
は
ほ
と
ん
ど
変

(
3
7
)

化
が
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
地
域
的
利
害
の
解
消
は
直
接
的
に
は
地
価
修
正
に
よ

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
米
価
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

改
租
当
時
の
地
域
格

差
が
資
本
主
義
発
達

の
な
か
で
解
消
し
て

き
て
い
る
こ
と
を
あ

げ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
但
し

土
地
生
産
力
・
生
産

性
・
労
働
市
場
・
生

産
物
市
場
な
ど
の
面

で
は
な
お
格
差
は
あ

っ
て
、
そ
れ
故
に
地

主
制
の
類
型
区
分
は

研
究
上
必
要
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。回

の
政
府
の
譲
歩

は
、
言
う
ま
で
も
な

く
租
率
引
き
上
げ
が

政
府
原
案
四
%
か
ら

三
‥
三
%
に
下
げ
ら

れ
た
こ
と
、
五
年
間

の
時
限
立
法
と
な
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
結
果
増
租
額
は
予

地価・米価の改租当時との比較(米価は改組当時と1897年のもの)

東 北 5 県平均 近畿 2 府 3 県平均

田反当平均地 価 米　 価 田反当平均地 価 米　 価

改組当時
rI　　jt

26.53　 (100 )
n　　　h

2.80 (100)
rl　　只

7 1.5 1　 (100 )
H　　甚

4.90 (100 )

1889 年地価 校正 25.02　 (94.3 ) 5 7.50　 (80.4 )

99 年惨正率 (よ‡) ×1.00 (94.3 ) 11.72 (419) ×0 .856 (68.8 ) 11.92 (243 )

r明治前精財政経済史料集成j第7巻「地租改正以降至現今一段歩平均地価収穫及米価利未修正沿革

一覧表　田之誌上r明治財政史J第1巻「明治三十三年松方大歳大臣ノ提出セル戦後財政始末報告」の

中の地伝書享正比較表,および1897年米伍はr帝国統計年鑑」による。

東北5県は福島県を抜く青森・岩手・宮城・f大田・山形各県で、近色は滋賀・三重県を除く京都・大阪・

奈良・和歌山・兵鴎各府県である。

1899年において反当地缶を示さなかったのは、それ以前と数値の出し方が違っているためで(地域

ごとか県単位か)、それぞれ5府県の平均l妄正事を1889年の指数に乗じた。
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定
よ
り
約
九
〇
〇
万
円
減
少
し
て
八
四
七
万
円
に
な
っ
た
。
こ
の
政
治

的
決
着
が
憲
政
党
内
の
増
狙
反
対
に
対
す
る
緩
衝
と
な
っ
た
の
も
ま
ち

が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
要
因
に
加
え
て
改
め
て
考
え
て
お
き
た
い
の
は
、
政
党
が

酒
造
税
増
徴
を
認
め
て
き
た
だ
け
で
な
く
自
ら
政
権
を
取
っ
た
際
に
そ

れ
を
積
極
的
に
推
進
し
前
述
の
よ
う
な
増
税
案
を
作
成
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
も
は
や
地
租
増
徴
反
対
を
貫
き
通
せ
る
よ
う
な
「
状
況
」
に
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

○
大
隈
伯
及
び
其
の
党
与
は
…
…
七
八
千
万
円
の
歳
入
を
酒
税
に
求

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

む
る
は
必
ず
し
も
難
き
に
あ
ら
ず
と
公
言
せ
り
、
然
る
に
其
一
た
び

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

政
局
に
当
る
に
及
ん
で
忽
ち
此
の
如
き
放
誕
の
説
の
行
は
る
べ
か
ら

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

ざ
る
を
悟
り
幾
分
か
其
過
を
悔
ゐ
し
も
の
の
如
し
、
…
…
(
「
東
京

日
々
新
聞
」
一
八
九
八
年
一
二
月
七
日
付
、
傍
点
引
用
老
-
以
下
同

じ
-
)

○
若
し
地
租
増
教
を
措
て
他
に
国
家
財
政
の
基
礎
を
確
実
な
ら
し
む

る
も
の
な
し
と
せ
ば
、
両
議
員
の
多
数
は
断
じ
て
之
に
協
賛
す
る
を

任
務
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
若
し
徒
に
之
に
反
対
し
て
而
も
別
に
財

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

政
掌
国
の
計
な
か
ら
ん
乎
、
走
れ
階
級
的
・
地
方
的
利
害
感
情
の
為

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
国
家
の
存
立
を
犠
牲
に
す
る
も
の
…
…
(
同
右
一
二
月
四
日
付
)

○
米
価
は
次
第
に
騰
貴
し
て
今
や
世
人
を
し
て
十
円
以
下
に
降
る
こ

と
万
な
か
る
べ
き
を
想
は
し
む
る
に
至
り
、
之
が
為
当
初
十
五
億
円

と
公
定
さ
れ
た
る
土
地
は
三
倍
以
上
の
実
価
と
な
り
、
地
主
は
抜
手

し
て
三
十
億
円
の
利
益
を
得
る
に
至
れ
ば
な
り
、
今
日
地
租
を
増
徴

す
る
の
至
当
な
る
事
又
多
弁
を
要
せ
ざ
る
べ
し
。
(
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

同
年
一
二
月
八
日
付
)

第
一
三
議
会
が
始
ま
っ
た
時
期
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
新
聞
論
調
か
ら

し
て
、
も
は
や
地
租
増
徴
反
対
は
眉
己
の
利
害
に
の
み
固
執
と
い
う
世

論
の
反
発
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
論

「
読
売
新
聞
」
・
「
東
洋
経
済
新
報
」
な
ど
増
租
反
対
論
の
論
調
も
い

っ
ぽ
う
で
な
お
存
在
す
る
が
。

こ
れ
が
憲
政
党
内
閣
成
立
以
前
で
あ
れ
ば
事
情
は
お
そ
ら
く
違
っ
た

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
戦
後
経
営
を
認
め
た
こ
と
が
ひ
い
て
は
憲
政
党
に

あ
の
よ
う
な
増
税
案
を
作
ら
せ
た
と
見
る
な
ら
ば
、
戦
後
経
営
を
支
持

し
た
当
初
に
お
い
て
そ
の
帰
趨
は
定
ま
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。
そ
の
意
味
で
〝
外
堀
が
埋
め
ら
れ
た
″
の
で
あ
る
。
結
局
戦
後

表3　第2回増税一覧表

(単位千円、千円未満は四捨五入)

税　　 目 政 府 原案 決 定 額

地　　　　　 租 17,644 8,476

所　　 得　　 税 1,495 1,495

酒　　　　　 税 22,556 22,556

噸　　　　　 税 476 238

登　　 録　　 税 1,604 1,847

葉 煙 草 専 売 収 入 1,082 2,146

日本 銀 行 納 付 金 1,237 ※1,160

醤 油 造 石 税 1,598

煙 草 営 業 免 許 料 832

郵 便 電 信 収 入 1,673

計 46,094 42, 020

「戦後財政始末報告」(r明治財政史j第1巻)に

よる。

(汗)※印は「免換銀行券発行税」となった。
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経
営
の
開
始
(
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
日
清
戦
争
開
始
に
よ
っ
て
膨
張
主

義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
取
り
込
ま
れ
た
時
点
)
か
ら
地
租
増
徴
を
受

け
入
れ
る
ま
で
の
過
程
で
、
地
主
(
政
党
)
　
の
体
制
内
化
が
完
成
し
て

い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
増
税
全
体
の
様
子
は
表
三
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
増
租
の
減
額

分
約
九
〇
〇
万
円
の
補
填
策
と
し
て
葉
煙
草
専
売
収
入
の
増
収
・
醤
油

税
・
煙
草
営
業
免
許
料
・
郵
便
電
信
収
入
な
ど
を
含
め
て
も
な
お
四
〇

〇
万
円
の
減
収
と
な
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
増
税

策
」
(
池
上
和
夫
氏
)
で
は
あ
っ
た
が
、
い
く
つ
か
重
要
な
点
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。

一
つ
は
所
得
税
改
正
の
問
題
で
、
前
述
し
た
目
賀
田
の
意
見
書
の
と

お
り
法
人
へ
の
課
税
が
始
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
但
し
株
式
配
当
に
対

し
て
は
非
課
税
で
あ
っ
た
の
で
、
地
租
増
徴
と
セ
ッ
ト
で
地
代
の
資
本

転
化
を
促
す
決
定
的
契
機
に
な
っ
た
と
し
て
中
村
政
則
氏
が
つ
と
に
注

(
3
8
)

目
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
つ
に
増
税
額
の
過
半
を
占
め
る
こ
と
と
な
っ
た
酒
造
税
は
、
一
石

七
円
か
ら
一
二
円
へ
の
増
致
と
な
っ
た
が
今
回
も
大
き
な
反
対
は
な
く

実
現
し
て
い
る
。
一
回
め
の
時
と
違
い
反
対
の
動
き
を
見
せ
た
酒
造
家

団
体
も
、
そ
の
組
織
率
の
低
さ
・
組
織
内
の
不
統
一
と
い
う
内
部
的
要

因
に
加
え
て
、
業
界
が
要
求
も
て
い
た
内
容
を
政
府
が
税
源
函
養
策
か

ら
す
る
見
返
り
措
置
と
し
て
認
め
た
こ
と
で
増
徴
を
受
け
入
れ
ざ
る
を

(
3
9
)

得
な
か
っ
た
。

と
く
に
見
返
り
措
置
に
よ
る
自
家
用
酒
造
の
禁
止
は
、
酒
造
税
増
徴

を
一
般
大
衆
へ
シ
ワ
寄
せ
す
る
う
え
で
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
結
局
増
税
の
最
大
の
負
担
は
、
明
治
憲
法
体
制
の
な
か
で
発

言
権
を
持
た
さ
れ
な
か
っ
た
一
般
国
民
へ
と
転
嫁
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
　
1
2

あ
る
。三

つ
に
、
従
来
の
研
究
は
ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
が
、

条
約
改
正
と
増
税
=
税
制
改
革
と
の
関
連
で
あ
る
。
関
税
改
正
そ
れ
自

身
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
酒
造
税
増
徴
と
見
返
り
措
置
の
一

で
あ
る
混
成
酒
規
制
・
輸
入
酒
精
取
締
り
と
の
関
連
な
い
し
葉
煙
草
専

売
の
成
否
に
お
い
て
無
視
し
え
な
い
重
要
性
を
持
つ
。

夫
内
国
問
税
モ
関
税
モ
皆
同
性
質
二
係
ル
ヲ
以
テ
単
リ
内
国
酒
税
ノ

増
率
ヲ
為
セ
ハ
外
国
酒
ノ
輸
入
ハ
従
テ
増
進
ス
へ
シ
、
是
ヲ
制
セ
ス

シ
テ
内
国
ノ
間
税
ヲ
増
加
ス
ル
ハ
能
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
、
是
二
十
六
年

二
於
テ
酒
精
営
業
税
法
ノ
制
定
ア
リ
シ
ト
錐
、
姑
息
ノ
法
律
改
正
ハ

外
国
二
対
シ
大
二
帝
国
ノ
利
益
ヲ
害
ス
ル
ア
ル
ヲ
以
テ
、
為
メ
ニ
慎

重
ナ
ル
態
度
ヲ
守
り
関
税
制
度
ノ
確
立
ヲ
竣
チ
、
始
メ
テ
妥
二
酒
精

ノ
関
税
率
ヲ
原
価
ノ
二
倍
半
ト
シ
其
他
高
度
酒
精
ヲ
含
有
ス
ル
酒
類

ヲ
十
割
ト
シ
テ
内
地
問
税
ト
権
衡
ヲ
得
ル
ニ
至
ラ
シ
メ
タ
リ
、

又
製
造
煙
草
ノ
関
税
ヲ
十
割
ト
シ
、
葉
煙
草
ハ
政
府
独
り
之
ヲ
輸
入

(
1
0
)

ス
ル
事
ト
為
セ
リ

こ
の
よ
う
に
関
税
自
主
権
の
回
復
が
な
け
れ
ば
、
酒
税
増
教
も
葉
煙

草
専
売
も
画
餅
に
帰
す
恐
れ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
増
税

全
体
そ
の
も
の
に
重
大
な
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
り
、
戦
後
経
営
計
画

に
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
十
分
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
占
i
∵
;
も

っ
と
注
目
し
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
つ
に
、
そ
れ
と
の
関
連
で
税
関
官
制
が
改
正
さ
れ
沿
岸
監
視
の
た



日清戦後経営と国家財政(勝部)

め
税
関
監
視
署
が
置
か
れ
、
ま
た
「
必
要
ア
ル
ニ
方
リ
テ
ハ
海
軍
艦
船

ノ
公
カ
ヲ
用
ヰ
シ
ム
ル
」
体
制
が
と
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述

の
国
内
税
機
関
の
整
備
(
税
務
管
理
局
l
税
務
署
・
支
署
)
と
あ
わ
せ

て
、
大
蔵
官
僚
は
「
妥
二
始
メ
テ
内
外
ノ
関
係
二
於
テ
租
税
行
政
ノ
経

理
確
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
」
「
戦
後
ノ
経
営
二
於
テ
施
設
セ
ラ
レ
タ
ル

租
税
ノ
制
度
ハ
実
二
帝
国
二
於
テ
ハ
始
メ
テ
其
基
礎
ヲ
統
一
ニ
シ
タ

(
4
1
)

ル
」
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
戦
後
経
営
の
着
手
に
よ
る
歳
出
圧
力
の
な
か

で
増
税
と
い
う
課
題
に
先
導
さ
れ
て
税
改
革
が
行
わ
れ
た
が
、
大
蔵
官

僚
が
当
初
か
ら
体
系
的
な
構
想
を
持
っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

ま
た
そ
の
理
念
も
御
都
合
主
義
で
ふ
き
と
ぷ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
資
本

主
義
確
立
や
条
約
改
正
に
対
応
し
っ
つ
増
税
が
計
ら
れ
、
税
全
体
の
改

革
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
増
税
問
題
以
外
で
は
彼
ら
の
構
想
が
か
な

り
実
現
し
て
い
る
点
は
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し

増
税
そ
の
も
の
の
負
担
は
諸
政
治
勢
力
の
対
抗
下
で
結
局
直
接
の
発
言

力
を
持
て
な
か
っ
た
部
分
に
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
過
程
を
通
し
て
租
税
行
政
の
確
立
を
見
る
に
至
る
が
、
そ
れ
ら

は
不
平
等
条
約
体
制
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。四

　

お

わ

り

に

日
清
戦
後
経
営
に
お
い
て
展
開
し
た
財
政
は
賠
償
金
に
も
助
け
ら
れ

て
の
ち
の
歴
史
的
展
開
の
起
点
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
近
代
財
政
確

立
を
こ
の
時
期
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
く
つ
か
の
点
を
く
り

返
す
な
ら
ば
、
対
外
的
に
は
帝
国
主
義
世
界
体
制
に
対
応
し
て
金
本
位

制
・
外
債
導
入
に
ふ
み
き
り
貿
易
な
い
し
金
融
的
従
属
の
道
を
歩
み
始

め
る
と
と
も
に
、
朝
鮮
・
台
湾
へ
の
早
熟
な
資
本
投
下
が
誘
導
せ
れ
る
。

ま
た
そ
の
軍
事
的
対
応
の
た
め
に
、
軍
備
拡
張
を
主
軸
と
す
る
財
政
構
l

道
が
定
着
し
、
一
方
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
国
内
の
産
業
基
盤
拡
充
・

育
成
も
め
ざ
さ
れ
る
。
後
者
は
日
本
資
本
主
義
の
基
盤
の
も
ろ
さ
を
政

策
的
に
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
財
政
の
あ
り
方
は
帝
国

主
義
へ
の
同
時
的
転
化
と
も
と
ら
え
ら
れ
る
日
本
資
本
主
義
確
立
の
構

造
的
特
質
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
加
え
て
後
述
す
る
地
方
へ
の

補
助
金
増
大
な
ど
が
歳
出
圧
力
を
い
っ
そ
う
強
め
て
、
近
代
財
政
確
立

期
か
ら
す
で
に
e
召
e
n
S
i
く
e
g
O
扁
r
n
m
e
n
t
と
し
て
出
発
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

歳
入
面
で
は
、
公
債
に
お
い
て
国
内
金
融
市
場
の
脆
弱
性
に
規
定
さ

れ
て
外
債
依
存
が
不
可
避
で
あ
っ
た
が
、
税
制
に
お
い
て
は
増
税
=
税

制
改
革
に
よ
っ
て
租
税
行
政
の
確
立
を
見
、
間
接
消
費
税
優
位
の
税
体

系
が
築
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
税
制
改
革
の
成
否
を
規
定
し
た

の
が
関
税
自
主
権
回
復
=
条
約
改
正
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
税
制
改
革
を
通
し
て
階
級
配
置
に
か
か
わ
る
問
題
が

薫
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
点
を
少
し
、
補
足
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
営
業
税
国
税
化
に
と
も
な
っ
て
一
八
九
六
年
勅
令
二
六
三
号
に

よ
り
衆
議
院
選
挙
資
格
に
営
業
税
納
税
を
新
た
に
含
め
た
こ
と
、
さ
ら

に
一
九
〇
〇
年
三
月
選
挙
法
を
改
正
し
て
納
税
額
を
一
〇
円
に
引
き
下
　
1
2

げ
る
と
と
も
に
選
挙
区
の
市
部
独
立
を
認
め
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、



商
工
業
者
の
議
会
進
出
を
体
制
的
に
促
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
と

思
わ
れ
る
。

ま
た
地
主
層
は
地
租
増
徴
を
受
け
入
れ
て
体
制
内
化
を
最
終
的
に
完

成
さ
せ
た
が
、
こ
れ
は
一
方
に
お
い
て
政
党
(
こ
と
に
憲
政
党
l
立
憲

政
友
会
)
を
媒
介
と
し
て
地
方
的
利
益
の
供
与
を
引
き
出
し
て
い
く
構

造
の
定
着
と
裏
腹
の
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
紙
数
の
関
係
か
ら
表

示
は
省
略
す
る
が
、
そ
れ
ま
で
一
〇
〇
〇
万
円
に
満
た
な
か
っ
た
地
方

費
・
補
助
金
が
日
清
戦
後
に
内
務
省
・
農
商
務
省
・
逓
信
省
・
文
部
省

の
所
管
事
項
を
中
心
に
し
て
数
年
の
う
ち
に
二
〇
〇
〇
万
円
か
ら
四
〇

〇
〇
万
円
台
へ
と
急
膨
張
し
て
い
く
。
こ
れ
は
戦
後
経
営
の
地
方
的
展

開
の
な
か
で
、
地
主
=
名
望
家
層
の
地
域
的
利
益
の
要
求
が
噴
出
し
は

じ
め
こ
れ
に
政
党
の
党
勢
拡
大
の
動
き
、
中
央
官
僚
に
よ
る
規
制
衝
動

が
絡
み
あ
い
な
が
ら
、
土
木
・
河
川
修
築
・
築
港
・
鉄
道
建
設
・
教
育

(
4
2
)

機
関
設
置
な
ど
が
進
ん
で
い
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
政
党
を
媒

介
と
し
て
薗
主
層
へ
の
地
方
的
利
益
供
与
の
構
造
の
定
着
こ
そ
名
望
家

体
制
の
確
立
で
あ
濁
し
、
地
主
の
a
n
u
n
d
旨
r
s
i
c
h
な
階
級
と
し
て

の
成
立
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
戦
後
経
営
の
な
か
で
実
質
的
に
政
策
立
案
を
担
当
し
は
じ
め
た

の
が
阪
谷
芳
郎
ら
帝
国
大
学
出
身
の
専
門
官
僚
群
で
あ
り
、
こ
れ
に
軍

部
官
僚
∵
藩
閥
官
僚
を
あ
わ
せ
た
い
わ
ゆ
る
天
皇
制
官
僚
に
地
主
・
ブ

ル
ジ
ョ
ア
ブ
ロ
ッ
ク
が
主
導
さ
れ
る
政
治
的
・
経
済
的
位
置
関
係
が
こ

(
4
3
)

の
時
期
確
立
し
た
と
さ
れ
る
中
村
政
則
氏
の
指
摘
を
想
起
し
て
お
き
た

ヽ
　
O

L
Y

最
後
に
税
負
担
の
格
差
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
な
ら
、
表
四
の
よ

表4　農林業・商工業の生産国民所得と国税負担割合

年 度
生 産 国 民 所 得 国 税 負 担 割 合 地 方 税 中 の 商 工 業 負 担 割 合

農 林 業 商 工 業 ほ 昆 ) 合 計 額 農 林 業 商 工 業 道 府 県 税 市　 税 町 村 税

18 7 8 6 0 . 2 3 7 .5 3 9 7 的 7 8 . 6 6 . 0 サ

8 6 5 2 . 3 4 5 . 6 6 7 3 6 7 . 2 5 . 4 14 . 8 4 .0

9 1 5 4 . 6 4 3 . 1 8 2 6 5 9 . 9 4 . 7 19 . 0 2 6 . 1 4 . 2

9 6 4 6 . 1 5 1 .2 1, 2 12 5 1 . 6 5 . 1 14 . 7 3 7 . 0 4 .8

19 0 1 4 4 . 8 5 3 . 1 2 , 0 7 9 3 4 . 6 1 1 . 0 8 . 2 3 2 . 2 8 .4

1 1 3 9 .-5 5 8 .2 3 , 5 2 2 2 5 . 8 1 7 . 8 1 1. 2 3 3 . 7 1 0 . 1

同大川一司編r日本経済の成長率j、r明治大正財政詳覧jによる。但し1878～91年の国税負担割合は林

珪久r日本における租税国家の成立jによるが、所得税は農林業に含めた。

国税の分類方法については基本的に拝氏の方法に従い、関税・消費税を除いたが、所得税の扱い

については所得税改正までの負担の多くは地主層と想定し農林業に含めたため、実際よりは農林業

負担がごくわずかではあるが増加していると考えられる。改正後については中村政則r近代日本地

工制史研究j第17・18表により、第3種について農林業・その他の比率で案分し、かつ第1・2唾は商

工業負担に含めて算出した。例えl幻901年では所得税舐6,836,889円(r財政詳覧」による)のうち24.

1%余が農抹業、残りと商工業とした。1911年は28.3%弱が農林業負担とした。この場合も第2種

の扱い方に問題は残される。

地方税中の商工業負担訂分は、営業税、同付加税および所得税付加税としたが、所得税付加税の

案分の仕方は上記の比率によった。
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日清戦後経営と国家財政(勝部)

う
に
生
産
国
民
所
得
の
比
率
と
国
税
負
担
率
を
比
べ
る
と
農
林
業
と
商

工
業
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
商
工
業
の
負
担
率
が
増
加
し
た
と
は

言
い
な
が
ら
な
お
農
林
業
の
そ
れ
に
は
及
ば
ず
、
地
方
税
で
は
市
税
を

除
い
て
い
っ
そ
う
明
瞭
に
格
差
が
見
ら
れ
る
(
第
一
表
も
参
照
)
。
そ

の
意
味
で
は
資
本
育
成
的
な
税
構
造
が
な
お
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
と
言

え
る
。
さ
ら
に
、
消
費
税
擾
位
の
税
体
系
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
言

う
ま
で
も
な
く
農
林
業
と
商
工
業
の
負
担
を
あ
わ
せ
て
も
全
体
の
半
分

に
及
ば
な
い
。
地
方
税
に
お
け
る
戸
数
割
負
担
の
維
持
・
強
化
と
と
も

に
紐
民
を
直
撃
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
逆
進
的
な
大
衆
課
税
を
基
盤
と
し
つ
つ
資
本
育
成
的
性

格
を
存
続
さ
せ
る
税
構
造
で
あ
っ
た
と
言
い
う
る
。

註
(
1
)
　
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
参
考
と
し
た
の
は
つ
ぎ
の
先
行
研
究

で
あ
る
。

m
高
橋
誠
「
明
治
財
政
史
研
究
」
二
一
九
一
ハ
四
年
)

凹
同
右
「
日
清
戦
後
の
財
政
・
金
融
問
題
」
(
r
日
本
経
済
史
体
系
」
6

所
収
、
一
九
ム
ハ
五
年
)

間
中
村
政
則
「
日
本
資
本
主
義
確
立
期
の
国
家
権
力
」
(
r
歴
史
学
研
究
」

別
冊
r
歴
史
に
お
け
る
国
家
権
力
と
人
民
悶
争
」
一
九
七
〇
年
)

凹
同
右
「
日
清
r
戦
後
経
営
し
論
」
(
〓
橋
論
叢
」
六
四
-
五
)

凹
安
良
城
盛
昭
「
産
業
資
本
確
立
期
の
国
家
と
経
済
と
の
特
殊
日
本
的

関
連
」
;
同
橋
幸
八
郎
編
r
日
本
近
代
化
の
研
究
」
上
、
一
九
七
一

年
)

的
石
井
寛
治
「
日
清
戦
後
経
営
」
(
新
岩
波
講
座
r
日
本
歴
史
」
近
代

三
、
一
九
七
ユ
ハ
年
)

m
山
川
出
版
社
r
日
本
歴
史
体
系
四
　
近
代
こ
第
三
編
第
二
早
第
四

節
「
日
清
戦
後
経
営
」
(
増
田
知
子
)
、
第
二
章
第
二
節
「
日
清
戦
時

・
戦
後
の
財
政
と
金
融
」
(
高
村
直
助
)

凹
長
岡
新
吉
「
日
清
戦
後
の
財
政
政
策
と
賠
償
金
1
「
戦
後
経
営
」
の

政
策
決
定
を
め
ぐ
っ
て
-
」
(
安
藤
良
雄
編
r
日
本
経
済
政
策
史
論
」

上
、
一
九
七
三
年
)

凹
能
地
清
「
日
清
・
日
露
両
戦
後
経
営
と
対
外
財
政
一
八
九
⊥
ハ
～
一

九
二
ニ
ー
在
外
政
府
資
金
を
中
心
に
し
て
ー
」
(
r
土
地
制
度
史
学
」

九
二
、
一
九
八
一
年
)

M
片
山
徹
「
日
本
資
本
主
義
確
立
期
に
お
け
る
財
政
金
融
構
造
」
(
r
経

済
論
叢
j
一
三
四
-
五
二
ハ
一
九
八
四
年
)

M
中
村
隆
英
「
日
清
日
露
「
戦
後
経
営
」
の
巨
視
的
分
析
・
試
論
」
(
「
社

会
科
学
紀
要
」
　
三
三
一
九
八
四
年
)

閲
坂
野
潤
治
r
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
j
二
九
七
一
年
)

M
有
泉
貞
夫
r
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
」
二
九
八
〇
年
)

M
小
野
二
郎
「
日
本
に
お
け
る
金
本
位
制
の
成
立
日
～
回
」
(
「
経
済

論
叢
」
九
二
-
三
・
五
、
九
四
-
三
)

閲
中
村
隆
英
「
日
本
の
金
本
位
制
採
用
過
程
一
八
九
三
-
一
九
八
七

年
」
(
朝
倉
孝
吉
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
「
経
済
発
展
と
金
融
」

一
九
八
二
年
)

n
q
池
上
和
夫
「
日
清
戦
後
に
お
け
る
酒
税
の
増
故
に
つ
い
て
」
(
r
商
経

論
叢
」
　
二
〇
-
三
・
四
一
九
八
五
年
)

的
安
艮
城
盛
昭
「
第
一
議
会
に
お
け
る
地
主
議
員
の
動
向
」
(
r
社
会
科
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(
4
)

学
研
究
し
一
六
-
一
一
九
六
四
年
、
「
論
集
日
本
歴
史
し
　
こ
再
録
)

閲
長
岡
新
書
「
明
治
二
〇
年
代
の
地
租
軽
減
論
に
つ
い
て
」
(
「
人
文
社

会
-
一
七
一
九
五
九
年
、
同
右
再
録
)

閲
藤
井
松
二
近
代
天
皇
制
の
成
立
と
展
開
し
第
二
章
「
国
会
開
設
期

に
お
け
る
地
租
・
地
価
問
題
を
め
ぐ
る
動
向
-
東
北
地
方
を
中
心
に

(
‖
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
0
0
)

(
9
)

(
1
0
)

-
」以

下
こ
れ
ら
の
う
ち
か
ら
挙
げ
る
場
合
に
は
、
姓
と
そ
の
番
号
を
記

す
。

池
上
嬰
胴
文
。

と
り
あ
え
ず
研
究
史
の
整
理
と
し
て
、
有
元
正
雄
「
地
租
改
正
と
農

民
闘
争
」
序
章
(
一
九
六
八
年
)
、
田
村
貞
雄
「
地
租
改
正
と
資
本
主

義
論
争
j
(
一
九
八
一
年
)
な
ど
参
照
の
こ
と
。

武
田
隆
夫
「
イ
ギ
リ
ス
の
地
租
と
日
本
の
地
租
」
(
宇
野
弘
蔵
宿
r
地

租
改
正
の
研
究
し
下
、
一
九
五
八
年
、
武
田
隆
夫
r
財
政
と
財
政
学
」

一
九
八
五
年
-
に
再
録
)
。
武
田
氏
は
両
者
を
比
較
し
て
共
通
性
を
指

摘
し
.
つ
つ
、
イ
ギ
リ
ス
の
先
進
性
と
の
差
に
も
と
づ
く
地
租
の
差
違
に

も
言
及
き
れ
て
い
る
。
㍉

林
建
久
「
日
本
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
」
第
二
一
表
に
よ
る
。

高
橋
凹
論
文
二
三
～
二
四
頁
。

「
明
治
三
十
三
年
松
方
大
蔵
凍
臣
ノ
提
出
セ
・
ル
戦
後
財
政
始
末
報
告
」

(
「
明
治
財
政
史
」
第
一
巻
二
五
～
二
九
頁
)
。

長
岡
机
論
文
。

中
村
㍑
論
文
。

小
野
M
論
文
堕
一
三
～
三
五
頁
。

(
1
2
)

(
1
3
)

(
1
4
)

(
1
5
)

(
1
6
)

(
1
7
)

(
1
8
)

(
1
9
)

近
年
の
能
地
清
氏
呵
片
山
徹
氏
M
ら
の
分
析
に
よ
っ
て
、
高
橋
誠

氏
以
来
通
説
化
し
て
い
た
日
本
の
金
本
位
制
が
金
為
替
本
位
制
で
あ
っ
　
1
6

た
と
い
う
見
解
は
修
正
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

小
野
M
論
文
川
二
二
～
二
八
頁
。

同
右
目
七
〇
頁
。

中
村
隆
英
嬰
胴
文
六
九
頁
。

高
橋
凹
論
文
一
二
七
～
二
八
頁
。

r
秘
書
類
纂
財
政
資
料
」
中
巻
。

「
阪
谷
芳
郎
伝
」
一
五
八
～
六
六
頁
。
中
村
m
論
文
八
一
ハ
頁
、
川
論

文
⊥
ハ
二
ハ
頁
。

坂
野
潤
治
M
至
二
〇
四
上
ハ
頁
。

阪
谷
芳
郎
「
財
政
前
途
ノ
方
略
二
関
ス
ル
意
見
」
(
国
会
図
書
館
憲

政
資
料
室
歳
「
阪
谷
芳
郎
文
書
」
)
。
こ
の
史
料
の
年
代
は
不
明
で
あ
る

が
、
条
約
改
正
前
に
あ
っ
て
「
今
年
二
於
テ
全
国
地
価
ノ
最
モ
不
公
平

ナ
ル
モ
ノ
ヲ
修
正
」
と
い
う
文
言
か
ら
一
八
八
九
年
と
推
測
さ
れ
る
。

「
葉
煙
草
専
売
制
に
就
て
」
(
「
東
京
経
済
雑
誌
」
八
五
九
)
。

あ
ま
り
に
も
表
面
的
な
解
釈
か
も
知
れ
な
い
が
、
西
洋
の
珪
済
学
・

財
政
学
を
学
ぶ
彼
ら
が
税
負
担
の
公
平
・
「
平
均
」
を
こ
の
よ
う
な
形

(
2
2
)

(
2
3
)

(
2
4
)

(
2
5
)

で
計
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

坂
野
閲
書
一
〇
八
～
一
六
頁
。

「
松
方
正
義
関
係
文
書
」
第
三
二
日
-
二
二
(
国
会
図
書
館
憲
政
資

料
室
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
)
。

同
右
第
三
二
冊
-
二
三
。

池
上
嬰
調
文
一
〇
四
頁
注
回
。
な
お
史
料
文
中
に
「
本
年
始
メ
テ
施



日活戦後経営と国家財政(暗部)

行
シ
タ
ル
営
業
税
」
　
の
文
言
が
見
え
る
。

(
2
6
)
　
前
掲
「
戦
後
財
政
始
末
報
告
」
五
六
頁
。

(
2
7
)
　
石
井
的
論
文
五
六
貢
。

(
㍑
)
　
池
上
懸
軍
又
九
五
頁
。

(
2
9
)
　
「
n
賀
田
種
太
郎
文
書
」
(
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
)
の
な
か
に
、

い
く
つ
か
こ
の
時
の
具
体
案
と
思
わ
れ
る
史
料
が
在
す
る
。
但
し
閣
議

案
と
し
て
提
出
さ
れ
上
の
は
、
地
価
を
時
価
に
近
接
さ
せ
租
率
を
二
・

五
%
に
引
き
下
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
二
議
会

向
け
に
作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
国
税
法
改
正
後
歳
入
増
加
概
算
額

調
書
」
と
い
う
史
料
に
は
そ
の
概
算
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
田
畑
地

価
は
約
二
二
一
倍
、
市
街
宅
地
々
価
に
お
い
て
は
約
五
二
一
倍
と
な
り

増
狙
領
は
一
三
〇
〇
余
万
円
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
こ
の
史
料
の
末

尾
に
「
主
計
局
調
査
ノ
予
算
二
計
上
ス
ル
員
領
ト
ニ
差
違
ア
ル
バ
…
…
」

と
あ
り
、
主
税
局
・
主
計
局
双
方
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
作
成
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

(
卸
)
　
坂
野
M
至
二
五
一
弓

(
聖
　
同
右
一
九
二
～
九
五
頁
。
池
上
嬰
甲
又
九
八
～
一
〇
〇
頁
。

(
3
2
)
　
憲
政
党
「
党
報
」
第
一
号
二
八
九
八
年
八
月
五
日
)
園
城
寺
清
「
地

租
税
増
徴
に
反
対
す
る
理
由
」
。

(
3
3
)
　
同
右
第
四
号
(
同
年
九
月
二
〇
日
)
読
売
新
聞
記
事
に
見
え
る
増
税

消
極
論
へ
の
コ
メ
ン
ト
。

(
聖
　
地
上
巳
姻
論
文
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
関
し
税
理
論
の
側
面
か
ら
詳
細

に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(
竺
　
坂
野
閲
萱
一
一
二
～
一
八
頁
。
中
村
堅
調
文
八
九
～
九
〇
弓

(
3
6
)

(
3
7
)

(
3
8
)

(
3
9
)

中
村
同
右
九
〇
、
九
四
頁
。

拙
稿
「
確
立
・
興
隆
期
に
お
け
る
(
近
畿
型
)
地
主
制
の
諸
特
質
」

(
「
史
学
研
究
J
一
四
九
)
。

中
村
政
則
「
近
代
日
本
地
主
制
史
研
究
し
第
一
章
第
三
節
参
照
。

池
上
嬰
甲
文
二
〇
～
一
二
五
頁
。

な
お
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
頼
穣
一
氏
か
ら
酒
造
業
者
の
多
く
は
地

主
で
あ
ろ
う
が
増
税
・
酒
税
増
徴
に
ど
う
対
応
し
た
か
、
酒
税
の
増
徴

分
を
本
当
に
転
嫁
し
え
た
の
か
と
い
う
質
問
を
う
け
た
。
正
確
に
答
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
新
聞
等
に
よ
る
と
酒
造
家
と

し
て
地
租
増
放
反
対
を
主
張
し
て
い
な
い
し
、
地
主
層
が
酒
税
増
徴
反

対
を
主
張
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
個
々
の
酒
造
家
=
地
主
が
ど
う
対

応
し
た
か
は
後
考
に
待
つ
と
し
て
も
、
今
言
い
う
る
の
は
両
者
の
立
場

を
統
一
す
る
よ
う
な
論
調
、
運
動
が
お
こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か

で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
価
格
の
転
嫁
に
つ
い
て
こ
れ
も
実
証
す

る
の
は
技
術
的
に
姓
し
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
r
帝
国
統
計
年
鑑
」

な
ど
に
よ
る
と
清
酒
相
場
は
一
石
あ
た
り
一
八
九
六
年
一
九
・
八
七

円
、
九
七
年
二
四
二
ハ
三
円
、
九
八
年
二
八
・
七
三
円
、
一
九
〇
〇
年

三
二
・
四
二
円
と
上
昇
し
て
い
く
。
こ
れ
は
米
価
の
上
昇
度
と
は
明
ら

か
に
異
な
り
、
少
な
く
と
も
酒
税
増
徴
の
影
響
を
認
め
う
る
と
思
わ
れ

る
。・

(
4
1
)
「
松
尾
臣
善
文
書
」
(
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
)
「
税
法
ノ
統
一
及
び
税
務
ノ
整
理
」
。

有
泉
閲
書
第
四
章
に
詳
し
い
。

中
村
間
論
文
。

17



(
付
記
)
筆
者
は
財
政
に
関
し
て
全
く
の
門
外
漢
で
あ
っ
た
た
め
に
、
先
行
研

究
の
〝
つ
ぎ
は
ぎ
″
の
よ
う
な
平
板
な
報
告
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
力
不
足
を

悔
い
る
と
と
も
に
、
諸
賢
に
お
詫
び
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

(
大
阪
教
育
大
学
附
属
高
校
)
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The Political and Economic Policies after the

Sino-Japanese War and the National Finance

The Historical Meaning of Tax Reform

by Makoto Katsube

The purpose of this paper is to elucidate how the tax increase and the tax reform after The
Sino-Japanese War waspropelled, and its historical meaning. As is well known, the propos-

ed land tax increase met with opposition by land owners and political parties, and consequent-
ly, there came the political mobility. But on the other, the "sake" tax increase was put into
practice without such an opposition, and therefore the "sake" tax took a leading part instead
of land tax. The primary factor of this was "sake" maker's assent to tax increase in ex-
change for the prohibition of general "sake" making. As a result, the burden concentrated
manyvoteless people. And the other tax increase and reform was propelled in preparation

for the establishment of Japanese Capitalism; the income tax, the business tax etc.
It was impossible to increase the "sake" tax, which is the greatest part of the total amount,

without the practice of import control, and so it was the recovery of tariff autonomy that af-

fected the success of the total tax increase and reform.

The Political Unification and The Reconstruction

of Finance in Modern China

With a Focus on Attempts to Separate Local
Finance from National Finance

by Hajime Kaneko

Between the 1920s and 1930s, the Peking Government was overthrown by the Northern Ex-
pedition, and the Kuomintang (the Nanking Nationalist Government) propelled the political

unification of China. The object of this paper is to analyze the effort for fiscal reconstruction
and unification by the Peking Government and the Nationalist Government in this political

process. In doing so, I took notice of their attempts at the separation of the local finances
from the national finances. Because this subject had been one of the most important pro-
blem to be solved for fiscal reconstruction and unification since the late period of the Ch'ing

dynasty. The conclution of this paper are as follows.




